
　厚生労働省は令和 2年 1月 15日、パワハラに関し事業主が講ずべき措置等を告示しました。
　パワハラを予防するために企業に求められる義務化された措置の内容は以下の通りです。

①　事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
•パワハラの内容、行ってはならない旨の方針の明確化と労働者への周知・啓発
•パワハラに係る言動を行った者については厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則などの服務規律等
を定めた文書に規定し、そのことを労働者に周知・啓発

②　労働者からの相談（苦情含む）に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
•相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知
•担当者が相談に対し、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする

③　パワハラに係る事後の迅速な対応
•事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認
•速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
•行為者に対する措置を適正に行う
•再発防止措置（事案が確認できなかった場合も同様の措置をとる）

④　相談者、行為者等のプライバシー保護のために必要な措置

⑤　相談したこと、事業主が講ずべき措置に協力したこと、行政機関に相談、援助を求め、調停等の制度の利用等
を理由として解雇その他の不利益取り扱いの禁止、それらを労働者への周知・啓発

　これらの義務化は令和 2年 6月 1日（中小企業は令和４年４月 1日）より施行されます。

Ａ１．業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
Ａ２．新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため職員が自主的に休まれる場合は、
通常の病欠と同様に取り扱います。そのため、本人の希望により年次有給休暇を活用することなども考えられ
ます。

　　　一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって職員に休んでいただく措置をとる場合のように、使用
者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当を支払う必要があります。

　　　新型コロナウイルスに感染して職員が休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し
ないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

　　　なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
出典　厚生労働省ＨＰ　「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け）」

Ｑ１．医療業務中に新型コロナウィルスに感染しました。労災は適用されるのでしょうか？
Ｑ２．職員が発熱などの症状があるために自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか？
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ご不明な点がございましたら、医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせ下さい。

茨城県医療勤務環境改善支援センター（茨城県医師会内）
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町489番地　TEL 029-303-5012　FAX 029-303-5116
http://www.ibaraki.med.or.jp/kinmu-kankyo/　E-mail︓ iryokankyo08@pure.ocn.ne.jp



3 20 101

Q&A


